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参考資料１ 

守口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

 

守口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「条例」とい

う）及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（以下「省令」という）から抜

粋 

項  目 認可基準の概要 

設備 

以下を参照 

・条例 第４条 

・省令 第 28 条（第７号を除く） 

職員 

保育士、嘱託医、調理員 

（ただし、調理業務の全部を委託、又は搬入施設から搬入する場合は

調理員を置かないことができる） 

保育時間 1 日につき８時間を原則とする。 

定員 19 人以内 

食事の提供 

事業所内での調理を原則とする。 

ただし、省令第 16 条に食事の提供の特例あり（別途規定する搬入施

設から搬入する方法により行うことができる。） 

連携施設 保育が適正かつ確実に実施され、必要な教育・保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う教育・保育施設を確

保すること。 

（１）集団保育を体験させる機会の設定など、保育内容の支援 

（２）小規模保育事業所の職員の病気などの際の代替保育の提供 

（３）連携施設においての利用者の希望に基づく卒園後の教育・保育

の提供 

ただし、連携施設の確保については、省令の施行から 15 年間、その

確保を猶予する規定がある。（省令附則第３条） 
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○守口市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

令和７年11月７日条例第27号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第34条の16第

１項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準） 

第３条 第１条の基準は、次条及び第５条に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号。以下「設備運営基準」という。）（第28条（第

７号に係る部分に限る。）、第32条において準用する第28条（第７号に係る部分に限る。）、

第33条（第７号に係る部分に限る。）、第43条（第８号に係る部分に限る。）及び第48条にお

いて準用する第28条（第７号に係る部分に限る。）を除く。）に定めるところによる。 

（小規模保育事業所Ａ型の保育室等を設ける建物に係る基準） 

第４条 小規模保育事業所Ａ型（設備運営基準第28条に規定する小規模保育事業所Ａ型をいう。

以下同じ。）の乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に

設ける建物に係る基準は、第１号、第２号及び第６号の要件に、小規模保育事業所Ａ型の保育

室等を３階に設ける建物に係る基準は、次の各号に掲げる要件に該当するものであることとす

る。 

(１) 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条

第９号の３に規定する準耐火建築物であること。 

(２) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ご

とに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられていること。 

階 区分 施設又は設備 

２階 常用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第１項各号又は同条第３

項各号に規定する構造の屋内階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに

準ずる設備 

４ 屋外階段 

３階 常用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の

屋内階段 

２ 屋外階段 

避難用 １ 建築基準法施行令第123条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の

屋内階段 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる

設備 

３ 屋外階段 

(３) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分か

らその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。 
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(４) 小規模保育事業所Ａ型の調理設備（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。

以下この号において同じ。）以外の部分と小規模保育事業所Ａ型の調理設備の部分が建築基

準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第１項

に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の

設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダ

ンパーが設けられていること。 

ア スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。 

イ 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部

への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

(５) 小規模保育事業所Ａ型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしてい

ること。 

(６) 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する

設備が設けられていること。 

(７) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている

こと。 

(８) 小規模保育事業所Ａ型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施

されていること。 
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〇家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 抄 

 

平成26年厚生労働省令第61号 

（保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」とい

う。）を除く。以下この条、第７条第１項、第14条第１項及び第２項、第15条第１項、第２項及

び第５項、第16条並びに第17条第１項から第３項までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する

保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満３歳以

上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法律第120号）第６条第１項に規定する法律

に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項（国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「特区法」と

いう。）第12条の４第１項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者（以下「国

家戦略特別区域小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２号に掲げる事項）に

係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確

保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第16条第２項

第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的 

保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容 

支援」という。）を実施すること。 

(2) 必要に応じて、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供す 

ることができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この

条において同じ。）を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業（法 

第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあっては、

42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第１号において同じ。）

を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き

当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

 

（食事） 

第15条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調

理する方法（第10条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている

他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。）により行わなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化

に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 

３ 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身

体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

５ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなけ

ればならない。 

（食事の提供の特例） 
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第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第１項の規定にかかわらず、

当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設（以下

「搬入施設」という。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことがで

きる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法による

こととしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等

の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、 

衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内

容が確保されていること。 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士に 

より、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養

士による必要な配慮が行われること。 

(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、 

栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。 

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、ア 

トピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切 

に応じることができること。 

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応 

じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努める 

こと。 

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(1) 連携施設 

(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業（法第６条 

の３第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。）若しくは事業所内保育事業を行う 

事業所、社会福祉施設、医療機関等 

(3) 学校給食法（昭和29年法律第160号）第３条第２項に規定する義務教育諸学校又は同法第６

条に規定する共同調理場（家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、第１号及び第２

号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業

等を行う場合に限る。） 

(4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的 

保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行で 

きる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の 

提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内 

容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市町村が適当と認めるもの（家庭的保 

育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所（第23条第２項に規定する家庭的保育 

者の居宅に限る。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

 

（保育時間） 

第24条 家庭的保育事業における保育時間は、１日につき８時間を原則とし、乳幼児の保護者の労

働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者（次条及び第26条において「家

庭的保育事業者」という。）が定めるものとする。 
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（職員） 

第29条 小規模保育事業所Ａ型には、保育士（認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にあ

る小規模保育事業所Ａ型にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育

士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。）、嘱託医及

び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所Ａ型又

は第16条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所Ａ型にあっては、調

理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以

上とする。 

(1) 乳児 おおむね３人につき１人 

(2) 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね６人につき１人 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね15人につき１人（法第６条の３第10項第２号

又は特区法第12条の４第１項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。） 

(4) 満四４歳以上の児童 おおむね25人につき１人 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務する保健師、

看護師又は准看護師を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

 

（準用） 

第30条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業Ａ型について準用する。この場合におい

て、第24条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。）」

とあるのは「小規模保育事業Ａ型を行う者（第30条において準用する次条及び第26条において「小

規模保育事業者（Ａ型）」という。）」と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるの

は「小規模保育事業者（Ａ型）」とする。 

 

 

 

附 則 

（連携施設に関する経過措置） 

第三条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保が 

著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他

の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にか

かわらず、この省令の施行の日から起算して十五年を経過する日までの間、連携施設の確保をし

ないことができる。 
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〇児童福祉法 

昭和22年法律第164号 

（事業） 

第６条の３ ①～⑨ 略 

⑩ この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。 

(1) 保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳 

児・幼児を保育することを目的とする施設（利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る。）

において、保育を行う事業 

⑩～⑳ 略 


